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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、角膜曲率半径計測は月 1 回まで算定が認められる。 

 ただし、角膜曲率半径計測を白内障手術等の前後に行う場合、手術前後

で各々1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 角膜表面の彎曲度の計測値は 1月で大幅な変化が現れることはなく、複

数回実施する必要性はない。 

 白内障手術等の術後については角膜曲率が変わるため、手術前後の場合

は状態確認として各々1回の算定が認められると整理した。 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


